
鏡石町若者定住者ＪＲ通勤補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 町は、本町に住宅を取得した若者を対象に、ＪＲを利用した町外への通勤に要する

経費の経済的負担を軽減するため、鏡石町若者定住者ＪＲ通勤補助金（以下「補助金」と

いう。）を交付するものとし、その交付等に関しては、鏡石町補助金等の交付等に関する

規則（昭和５０年鏡石町規則第３号）に定めるほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）通勤 ＪＲ東日本（東北本線・東北新幹線）を利用して自宅と勤務先を往復すること 

（２）通勤費 通勤に要する経費 

 

 (補助対象者) 

第３条 この補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。)は、次

の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、町長が特に認める者については、こ

の限りではない。 

（１）来て「かがみいし」住宅取得支援事業補助金交付要綱（平成３１年鏡石町要綱第９

号）の交付対象者及び交付対象者が属する世帯の世帯員で、初回申請日において４０歳

未満である者 

（２）補助対象者及び同居する世帯員に、町税等の滞納がない者 

（３）補助対象者及び同居する世帯員が、暴力団員（鏡石町暴力団排除条例（平成２４年鏡

石町条例第３号）第２条第１項第２号に規定する暴力団員をいう。）に該当しないこと 

 

（補助金の対象期間） 

第４条 補助金の対象期間は、連続する２年間（２４月）を限度として、年度ごとに申請す

るものとする。 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金は、月額通勤費のうち、勤務先から支給される通勤手当額を差し引いた額の

１／２とし、月額上限を５千円とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、鏡石町若者定住者ＪＲ通勤補助金交付申請書

（第１号様式）及び在職証明書兼通勤手当支給額証明書（第２号様式）に関係書類を添

え、年度ごとに町長に提出しなければならない。 

 



（補助金の交付決定） 

第７条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、添付書類の審査及び必要な調査

を行った上で補助金の交付の可否を決定し、鏡石町若者定住者ＪＲ通勤補助金交付決定通

知書（第３号様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

 

（変更申請等） 

第８条 補助対象者は、補助金の交付申請内容又は決定額に変更又は中止が生じたときは、

鏡石町若者定住者ＪＲ通勤補助金交付変更申請書（第４号様式）に関係書類を添えて町長

に提出しなければならない。 

 

（補助金の変更交付決定） 

第９条 町長は、前条の申請を受理したときは、書類の審査及び必要な調査を行い、鏡石町

若者定住者ＪＲ通勤補助金交付変更決定通知書（第５号様式）により、当該申請者に通知

するものとする。 

 

（実績報告） 

第10条 補助対象者は、交付決定期間が満了したときは、鏡石町若者定住者ＪＲ通勤実績報

告書（第６号様式）に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による実績報告は、交付決定期間が満了した日から起算して６０日を経過し

た日又は交付決定日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日まで行うものとする。 

 

（補助金の交付） 

第11条 町長は、前条の規定による実績報告があった場合、書類の審査及び必要な調査を行

った上で交付を適当と認めるときは、対象者に鏡石町若者定住者ＪＲ通勤補助金交付確定

通知書（第７号様式）により通知するものとする。 

 

（補助金の交付請求） 

第12条 前条の規定による確定通知を受けた対象者は、確定通知日から２０日以内に鏡石町

若者定住者ＪＲ通勤補助金交付請求書（第８号様式）を町長に提出しなければならない。 

 

（補助金交付の取消し等）  

第13条 町長は、対象者が要綱の規定に違反したとき、又は申請内容と事実に著しい相違が

あるときは、鏡石町若者定住者ＪＲ通勤補助金交付決定取消通知書（第９号様式）により

補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の交付を変更決定し、更に既に交付していた補

助金の全部若しくは一部の返還を鏡石町若者定住者ＪＲ通勤補助金返還命令書（第10号様

式）により命ずることができる。  

 

 



（その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、鏡石町若者定住者ＪＲ通勤補助金の交付に関し必要

な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。



 


